
新型コロナウイルス感染症の５類感染症への
位置づけ変更に伴う対応

　新型コロナウイルス感染症が５類感染症に位置づけられ、下記の通り外出自粛要請がなくなるな
どの変更があります。詳しくは、県ホームページをご覧ください。

�療養期間�
　新型コロナ陽性者、濃厚接触者には法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるか
どうかは個人の判断に委ねられます。ただし、他の感染症と同様、感染防止のため、発熱などの症状がある人
は外出を控え、療養することが望ましいと考えられます。
外出を控えることが推奨される期間
　発熱などの症状がある人は、発症日を0日目として５日間は外出を控えること、かつ５日目に症状が続いてい
た場合は、症状が軽快して2４時間程度が経過するまでは外出を控え、様子を見ることが推奨されます。
周りへの配慮
　発熱などの症状がある人は、発症後10日間が経過するまでは、ウイルス
排出の可能性があるため、マスクを着用し、高齢者などのハイリスク者との
接触は控えるなど、周りの人へうつさない配慮をお願いします。

�発熱などの症状がある人への対応窓口�
・発熱などの症状がある人
　県受診・相談センター　 （５2８）3６21（毎日2４時間受付）
・陽性判明後の体調急変時
　県自宅療養者等支援センター　 （５7４）８５６0（毎日2４時間受付）

ホームページ

問すこやか生活課�感染症対策係　 （598）5711　 （581）1628�

※この情報は５月23日時点のものです。

新型コロナワクチン接種のお知らせ
問すこやか生活課�感染症対策係　 （598）5711　 （581）1628

※この情報は５月23日時点のものであり、変更する場合があります。

Q 私は基礎疾患のある人に該当しますが、接種券が届きません。令和５年春開始接種を受けたいのですが、接
種券はいつ届きますか。

A 過去に、基礎疾患などがあるとして届け出をした人へは、４月に接種券を発送済みです。過去に届け出をし
ていない人は、接種券の発行申請が必要です。なお、オミクロン株対応2価ワクチンを未接種の人は、新た
に接種券を送付していませんので、以前に送付した接種券をご利用ください。

　※ 接種券の発行申請の方法については、市ホームページをご覧ください。紛失などの場合も再発行が可能です。

Q集団接種の予約をしたいのですが、どこで予約ができますか。
A 現在、集団接種は実施しておりません。身近な医療機関で接種をしていただけるよう、市内医療機関での個

別接種を実施しています。実施の医療機関や予約方法は、接種券同封のお知らせチラシや市ホームページを
ご覧ください。

Q 令和５年春開始接種の対象者ではないのですが、現時点でオミクロン株対応2価ワクチンをまだ接種していま
せん。いつ接種ができますか。
A�9月ごろ（令和５年秋開始接種）から接種できる予定です。詳しくは、国の方針が示され次第、広報もりやまや

市ホームページでご案内します。

Q 令和５年春開始接種の対象者ではないのですが、現時点で新型コロナワクチンの接種を一度も受けていま
せん。1・2回目接種（初回接種）はできますか。
A 接種できます。市内医療機関による個別接種により接種を受けてください。

令和5年春開始接種の実施に伴い、よくあるお問い合わせについてご案内します。
令和5年春開始接種の概要は、市ホームページをご覧ください。

よくあるお問い合わせQ＆A
ホームページ
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